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平成２３年度　実施計画作成・事務事業評価（事前評価）シート
実施計画
１　基本事項

部等名 市民福祉部 課等名 こども課 記入者名 大野 169
事務事業名 子育て支援グループ等活動支援補助金交付事業 事業期間 平成 24 年度 平成 年度

総合計画上の
位置付け

基本方針 思いやりと温かさがはぐくむ健康・福祉のまちづくり

施　　策 子育て支援・児童福祉の充実

細 施 策 交流事業等の推進

根拠法令・条例、関連計画等 いずみ子ども育成支援行動計画（後期計画）

　予算細々目名 会計 款 項 目 細目
子育て支援グループ等活動支援補助金交付事業

２　事務事業の目的（何のためにするのですか）

　子育て支援に関する活動を自主的に行っている子育て支援グループに対し、地域の子育て支援の輪を広げ、子育
てしやすいまちづくりを進めるために予算の範囲内において、補助金を交付する。
　・本市の住民５人以上で構成されたグループで、親子参加型の行事や子どもを対象にした活動等を年５回以上実
施しているもの。（前年度において実施し、当該年度に計画している。）
　・補助金の額は１グループにつき年額５万円を限度。
　・補助金交付要綱を制定する。
　・社会福祉協議会が取り扱っている団体ボランティア登録を完了していることを条件とする。

３　事務事業の概要
H24年度の事業計画 H25年度の事業計画 H26年度の事業計画

4月　制度の広報
5月　交付申請受付
3月　実績報告、請求
 　　決定通知

4月　制度の広報
5月　交付申請受付
3月　実績報告、請求
 　　決定通知

4月　制度の広報
5月　交付申請受付
3月　実績報告、請求
 　　決定通知

４　事務事業の対象・手段・意図
　対象（誰・何に対して行う事業ですか） 手段（対象に対してどのような活動を行うのですか）

子育て支援グループ 　グループ活動経費を限度額を設けて助成する。

　意図（活動により対象をどのような状態にしたいのですか）

 子育て支援活動を経済的に支援することにより、より充実、活発化させる。
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※　活動指標・・・事業内容を示す数値（ボランティア講座開催回数、道路整備延長距離など）

※　成果指標・・・施策・事務事業の目的達成度を示す数値（ボランティア実施者数、渋滞緩和率など）

２　事務事業の目的
　いつまでに実施しなければならないのですか

　意図は妥当ですか（「４事務事業の対象・手段・意図」欄の意図について）

　既存事業の拡大では対応できないですか

３　今後の方向性、改善案等（一次評価）

■ 実施する
□ 事業内容等を改善し実施する
□ 事業内容等を再検討する
□ 実施しない

４　今後の方向性、改善案等（二次評価）
今後の方向性（総合評価）

□ 実施する
□ 事業内容等を改善し実施する
■ 事業内容等を再検討する
□ 実施しない

５　今後の方向性、改善案等（最終評価）
今後の方向性（総合評価）

□ 実施する
□ 事業内容等を改善し実施する
■ 事業内容等を再検討する
□ 実施しない

事務事業評価（事前評価）
１　指標の推移

区分 指 標 名 単位
22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 最終目標
実績 目標 目標 目標 目標 年度 目標値

活
動
指
標

① 補助金申請グループ数 団体 6 7 8

②

成
果
指
標

① 活動への参加者数 人 500 520 540

②

□ いいえ

緊
急
性

平成 26

理由

年度まで

■ いいえ

　市と受益者との負担割合は妥当ですか（受益者負担がある場合に記入してください）

□ は　い

妥
当
性

■ は　い
理由

　補助金を交付することにより、子育て支援グループの活動を増やしたり、内容の充実が期待でき
る。

□ いいえ

そ
の
他

　他の市町村では、実施している事業ですか

　鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市が実施している。
　鹿屋市以外は平成２３年度限りの事業である。

効
率
性

□ は　い
理由

　同類の事業はない。

子育て支援グループ等に有効な補助金交付事業となるように、補助対象
経費や補助率などの事業内容等を再検討する。

　いずみ子ども育成支援行動計画（後期計画）では、平成２６年度末までの実施目標としており、
掲示してある育児サークルの交流のきっかけとしての目的もある。

今後の方向性（総合評価） 方向性の理由、改善案等

子育て支援グループを把握することになり、いずみ子ども育成支援行動
計画（後期計画）基本目標Ⅰ（1）地域における子育てサービスの充実②
子育てサークル等の支援の方向性と一致する。

方向性の理由、改善案等

国の次世代育成支援対策の交付金事業とならないか再検討する。

方向性の理由、改善案等

理由

　基本的に受益者は自主活動を行うボランティア団体であり、自費で行っていた活動に対する補助である。受益
負担は各団体が自ら計画し実施するもので、補助金の額は限度額であり、活動には補助金以外の燃料費、食糧費
等が必要となるが、これらは補助対象外としており妥当だと考えられる。


